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首都TOKYO障害者就労支援 行動宣言

福祉施設の事業者を支援視点４視点４

　障害者就業・生活支援センターや区市町村障害者就労支援センターなどの地域の就
労支援機関、また、東京都精神保健福祉センター、東京障害者職業センターなどの専
門的広域的な支援機関は、これまでに多くの就労支援ノウハウを蓄積しています。
　こうしたノウハウについて、互いのセンターや、就労移行支援事業者をはじめとす
る福祉施設に提供することなどにより、福祉施設の従事者の人材育成を図り、地域全
体の就労支援力を高めていきます。

福祉施設の従事者の人材育成を
図ります。

（東京障害者職業センター、東京都福祉保健局）

【人材育成の取組】

令和２年度就業支援基礎研修

障害者就労支援体制レベルアップ事業（従事者研修）カリキュラム

科 目 名 内 容

障害者雇用の現状と障害者
雇用施策

障害者雇用促進法の概要、障害者雇用の現状、各種制度等について理解
する。

就業支援のプロセスⅠ（イン
テーク～職業準備性の向上
のための支援）

就業支援のプロセス、職業相談の実施方法、職業準備性の考え方、職業
準備性の向上のための支援の実施方法、就労移行支援のためのチェックリ
スト等の実施方法等について理解する。

就業支援のプロセスⅡ（求職
活動支援～定着支援）

求職活動支援及び定着支援等の実施方法・留意事項、受講者の所属機関
における各種支援の取組等について理解する。

就労支援機関の役割と連携 ハローワーク、地域障害者職業センター、就業・生活支援センター等の
役割と業務内容、これら就労支援機関との連携方法、地域ネットワークの
活用方法等について理解する。

障害特性と職業的課題Ⅰ（身
体障害、高次脳機能障害）

身体障害及び高次脳機能障害の障害特性と職業的課題、支援上の留意事
項等について理解する。

障害特性と職業的課題Ⅱ（知
的障害、発達障害）

知的障害及び発達障害の障害特性と職業的課題、支援上の留意事項等に
ついて理解する。

障害特性と職業的課題Ⅲ（精
神障害）

精神障害の障害特性と職業的課題、支援上の留意事項等について理解す
る。

労働関係法規の基礎知識 労働基準法、最低賃金法等に関する基礎知識を理解する。

ケーススタディ・意見交換 ケーススタディと就労移行支援等の取組状況についての意見交換を通
じて、具体的な支援のプロセスや支援方法、支援における関係機関との連
携の実際について理解する。

企業における障害者雇用の
実際

雇用情勢の変化と企業における障害者雇用の考え方、雇用状況、業務内
容と必要な人材、各種制度の活用状況、支援ニーズ等について理解する。

障害者の雇用を進めるため
のコミュニケーション技法

関係機関に対する提案や説明、企業採用担当者等との面接等において、
分かり易く説明することや情報を的確に伝達するためのノウハウを実践
的に学ぶ。
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事業名・事業内容 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績
令和２年度の

取組と事業目標
担当

77--11　　障障害害者者就就労労支支援援体体制制レレ
ベベルルアアッッププ事事業業

　区市町村障害者就労支援事業
や就労移行支援事業所の支援員
を対象に障害者の就労支援を行
ううえで必要な知識・情報、技
術、コミュニケーション能力の
習得に資する体系的な研修を行
う。
【規模】
　50名　3日間×年3回実施
【対象】
　就労移行支援事業者、区市町
村障害者就労支援センター等の
支援員

77--22　　就就労労支支援援にに関関すするる助助
言言・・援援助助・・実実務務的的研研修修のの提提供供

　福祉施設等に対し、就労支援
方法に関する技術的な助言や援
助を積極的に行うほか、就労移
行支援事業者の就労支援員等を
対象に、就業支援に必要な基本
的知識・技術等を付与するため
の研修を行う。
【規模】
　3日間の研修を5回
　（各30名）
【対象】
　就労移行支援事業者の就労支
援員が重点対象。その他福祉、
医療等の機関において就業支援
を担当する職員

77--33　　就就労労支支援援・・定定着着支支援援等等
ススキキルル向向上上事事業業

3日間のカリキュラムで
3回実施
【規模】 207名
 

【対象】
就労移行支援事業者、区
市町村障害者就労支援セ
ンター、障害者就業･生
活支援センターなどの支
援員（初任者）

就労移行支援事業所、区
市町村障害者就労支援セ
ンターや障害者就業・生
活支援センターの支援員
の技術の向上を図る。

東京障害者職業センター
との合同研修（基礎研
修）を引き続き実施し、
地域における支援機関の
体制･機能を強化する。

・マッチングスキル等向
上研修
　４日間×年２回
（定員　100名）

・定着支援研修
　１日間×年２回
（定員　100名）

【対象】
就労移行支援事業者、就
労定着支援事業者、区市
町村障害者就労支援セン
ター等の支援員

・マッチングスキル等向
上研修
　４日間×年２回
　（参加　61名）

・定着支援研修
　１日間×年２回
　（参加　５７名）

【対象】
就労移行支援事業者、就
労定着支援事業者、区市
町村障害者就労支援セン
ター等の支援員

【事業所管】
東京都

・東京都福祉保健局の
「就労支援レベルアップ
事業」とタイアップした
就業支援基礎研修開催
  (50名規模２回)
  (70名規模１回)
※受講希望者が例年多い
状況を踏まえて、同研修
３回目のみを受講枠を
70名に拡大し試行。

・就労支援課題別セミ
ナー（テーマ例：障害種
別に応じたアセスメント
方法やツールの使用につ
いて）の開催
  (本所:30規模６回)
  (支所:８名規模４回)

・就労支援機関からの個
別ニーズに応じたカスタ
マイズ型研修を25機関
に実施

・ジョブコーチ養成研修
  (40名規模各6回)
ジョブコーチ養成研修修
了者サポート研修、支援
スキル向上研修サポート
研修（若干名各３回）

【事業所管】
東京障害者

職業センター

地域の就労支援機関の支
援力の底上げと充実を図
るため、以下のことを実
施する。

・アセスメントの方法等
の就労支援機関に対する
技術的な助言・援助を実
施（本所159機関、支
所59機関）

・東京都福祉保健局の
「就労支援レベルアップ
事業」とタイアップした
就業支援基礎研修開催
（70名規模3回）

・就労支援課題別セミ
ナーテーマ例：就労支援
についての事例検討会
 (本所30名規模６回)
 (支所: ８名規模4回)

・ジョブコーチ養成研修
(40名規模各6回)
ジョブコーチ養成研修修
了者サポート研修、支援
スキル向上研修サポート
研修（若干名各４回）

地域の就労支援機関の支
援力の底上げと充実を図
るため、以下のことを実
施する。

・アセスメントの方法等
の就労支援機関に対する
技術的な助言・援助を実
施（本所125機関、支
所56機関）

・東京都福祉保健局の
「就労支援レベルアップ
事業」とタイアップした
就業支援基礎研修開催
（70名規模3回）

・就労支援課題別セミ
ナーテーマ例：アセスメ
ントの視点を学ぶ
 (本所30名規模６回)
 (支所: ８名規模３回)

・ジョブコーチ養成研修
(40名規模各6回)
ジョブコーチ養成研修修
了者サポート研修、支援
スキル向上研修サポート
研修（若干名各３回）

3日間のカリキュラムで
3回実施
【規模】 169名
 

【対象】
就労移行支援事業者、区
市町村障害者就労支援セ
ンター、障害者就業･生
活支援センターなどの支
援員（初任者）

3日間のカリキュラムで
3回実施
【規模】 178名
 

【対象】
就労移行支援事業者、区
市町村障害者就労支援セ
ンター、障害者就業･生
活支援センターなどの支
援員（初任者）

・マッチングスキル等向
上研修
　３日間×年２回
　（参加　74名）

・専門研修
　１日間×年２回
　（参加　71名）

●（平成29年度まで就
労支援機関等スキル向上
事業として実施）

・マッチングスキル等向
上研修
　４日間×年２回
　（参加　59名）

・定着支援研修
　１日間×年２回
　（参加　84名）

【対象】
就労移行支援事業者、
就労定着支援事業者、
区市町村障害者就労支援
センター等の支援員

【事業所管】
東京都

・東京都福祉保健局の
「就労支援体制レベル
アップ事業」とタイアッ
プした「就業支援基礎研
修」開催
  (50名規模3回)

・就労支援課題別セミ
ナー（テーマ例：就労支
援機関で活用できるアセ
スメント技法）の開催
  (本所:30名規模6回)
  (支所:   8名規模4回)

・就労支援機関からの個
別ニーズに応じたカスタ
マイズ型研修を29機関
に実施

　就労支援機関等を対象に、雇
用導入期の企業へのアプロー
チ・マッチング等のスキルを付
与するための実践的な研修を行
うとともに、就労定着支援事業
の実施に向けた定着支援スキル
を向上する研修を実施すること
で、就労支援機関等の支援力の
向上を図る。
【規模】
マッチングスキル等向上研修
4日間×年2回実施  年100人
定着支援研修
1日間×年2回実施  年100人
【対象】
　就労移行支援事業者、就労定
着支援事業者、区市町村障害者
就労支援センター等の支援員

行動７を具体化する事業行動７を具体化する事業

連携プログラム　2020
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【支援ツールの一例】　Ｍ－ストレス・疲労アセスメントシート（ＭＳＦＡＳ） （障害者職業総合センター）

　各就労移行支援事業者、就労支援センター等が使用している就労移行支援プログラ
ムや職業評価（アセスメント）、マッチングなどの支援ツールなどは、それぞれの機
関の創意工夫のもとに作成されています。
　このような就労移行支援プログラムなどの各種支援ツールについて、各就労支援機
関に情報提供することにより普及させ、全体の就労支援事業のレベルアップを図って
いきます。

効果的な就労支援ツールを
普及させます。

（就労支援機関、東京障害者職業センター、東京都）

MSFAS 2006

M-ストレス・疲労アセスメントシート

(Makuhari Stress and Fatigue Assessment Sheet)

MSFASの活用に同意した日 年　　　　月　　　　日

名　　　前

生年月日（年齢） 　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　歳）

ＮＩＶＲ（障害者支援部門）

MSFAS 2006(利用者用)　1　 ストレスや疲労に関する周辺情報（本人用）

（１）ストレスを感じる状況について、整理してみましょう。　

№

例

1

2

3

4

5

（３）疲れを感じた時に、あなたが最もよくとる行動を、次の中から一つ選んで○をつけてください

・眠くなる ・あくびが出る ・頭が痛くなる ・頭が重くなる ・頭がボーっとする ・目が充血する

・目が疲れる ・目が痛くなる ・ものがぼやける ・手足が震える ・手や腕がだるい ・足腰がだるい

・全身がだるい ・肩がこる ・周囲が気になる ・よそみが増える ・ため息が出る ・姿勢が崩れる

・汗が出る ・背伸びをする ・ミスが増える ・能率が下がる ・イライラする ・独り言が増える

・貧乏ゆすりをする ・偏見が気になる

・ない ・分からない

1

2

3

・表情が硬くなる ・口調や話し方が変わる

・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

（４）自分がストレスや疲れを感じていることに、気づくサインがありますか？
　　　次の中から、あなたに当てはまるサインに、いくつでも○をつけてください。

（５）　意欲的に（または、あまり疲れを感じずに）作業ができるのは、どんな場面ですか？

　・

・　自分で判断し、休憩をとる（必要に応じ、上司に相談する）

・　その他（　　　　　　　　　　）

・　休憩を取ってよいか、上司に聞く

・　休憩を取るように言われても、休憩を取らない(休憩をとりたくない）

・　できる限り我慢する

・　上司から休憩を取るよう声をかけられたら、休憩する

　・

　・

③対処行動をとった結果は、どうなりますか？
（ストレスや疲労は少なくなりますか？）

上司や同僚は,自分の気持ちに気づいてくれな
いので、ストレスがたまる。

（２）どんな作業や活動をしている時に、疲れが生じやすいですか？
　　　（作業環境、仕事の内容、作業時間など具体的に記入してください）

①不安になったり、緊張したり、イライ
ラするのは、どんな状況ですか？

上司や同僚から、高圧的な口調で指示を
されるとき

②その時に、自分が取る対処行動は？

我慢する。

ＮＩＶＲ（障害者支援部門）
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事業名・事業内容 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績
令和２年度の

取組と事業目標
担当

88--11　　支支援援ププロロググララムム（（職職業業
評評価価等等））のの普普及及

　
　職業評価等の支援ツールにつ
いて各就労支援機関に情報提供
する。

・就労支援課題別セミ
ナーテーマ例：就労支援
についての事例検討会
（本所30名規模６回、
８名規模3回）

・就労支援課題別セミ
ナーにおいて職業評価等
をテーマとした研修を開
催

・カスタマイズ型研修の
一環として、職業セン
ターの職業評価、職業準
備支援場面を活用した実
習を行い19機関に対し
て評価技法についてのノ
ウハウを提供

・就労支援課題別セミ
ナーにおいて職業評価等
をテーマとした研修を開
催

・カスタマイズ型研修の
一環として、職業セン
ターの職業評価、職業準
備支援場面を活用した実
習を行い16機関に対し
て評価技法についてのノ
ウハウを提供

【事業所管】
東京障害者

職業センター

・就労支援課題別セミ
ナーテーマ例：障害種別
に応じたアセスメント方
法やツールの使用につい
て（本所30名規模６
回、８名規模４回）

行動８を具体化する事業

行動８を具体化する事業

連携プログラム　2020

令和２年度 就労支援課題別セミナー

（東京障害者職業センター）

回 テーマ・内容 定員

第１回

「アセスメントの視点を学ぶ① ～幕張版ワークサンプルを知る・体験する～」
※幕張版ワークサンプルの実施をこれから検討している、または実施経験が少ない機関様向けです

幕張版ワークサンプルの概要を学び、課題の実施方法や支援のポイント等の基本を体験していただきます。また、

幕張ワークサンプルのアセスメントと、その後の支援場面における活用事例を紹介します。
講師：東京障害者職業センター 障害者職業カウンセラー

16名

第２回

「アセスメントの視点を学ぶ②～アセスメントの基本を学ぶ～」※初級者向けです

就労支援における相談、職業評価や支援計画の作成等、アセスメントの基礎を解説します。また、幕張版ストレ
ス疲労アセスメントシートの活用方法について紹介します。

講師：東京障害者職業センター 障害者職業カウンセラー

40名

第３回

「就労支援についての事例検討会①」

就労移行支援事業所等、就労支援機関の皆さまを対象に、担当されているケースの事例検討をグループワークに
て行います。
※ご希望があれば当センターとの協同支援（ＪＣ支援等）の活用等について終了後に相談を行います。

講師：東京障害者職業センター 障害者職業カウンセラー

10名

第４回

「高次脳機能障害者の特性と雇用管理～復職支援～」
※事業主向け「第4回雇用管理サポート講習会 スキルアップコース」との共催になります。

高次脳機能障害に対するご本人の理解や対処方法の獲得、職務設計や雇用管理等に関する支援について実際の支

援事例を紹介し、その後、参加者による意見交換を行います。

講師：東京障害者職業センター 障害者職業カウンセラー

15名

第５回

「求職活動支援～ジョブマッチングの視点やナビゲーションブック作成技法を学ぶ ～」

発達障害等の特性の整理や説明する方法として、ナビゲーションブックの紹介と作成演習、意見交換を行います。

講師：東京障害者職業センター 障害者職業カウンセラー

20名

第６回

「精神障害を中心としたアセスメントの視点を学ぶ②～アセスメントの基本を学ぶ～」

就労支援における相談、職業評価や支援計画の作成等、アセスメントの基礎を解説します。特に、精神障害のあ
る方をイメージした幕張版ストレス疲労アセスメントシートの活用方法について紹介します。

講師：東京障害者職業センター障害者職業カウンセラー

25名
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精神障害者の安定的な就労を支援視点５視点５

　精神障害者は、心身が疲れやすい場合が多いので、当初は休憩を多く、労働時間を
短くするなどして、時間をかけて仕事に慣れてもらう必要があります。そのためには、
雇用主や支援者は、医療機関のスタッフに、あらかじめ障害状況や対処方法を聞いて
おくなど、医療機関との連携が欠かせません。
　そこで、ジョブコーチによるきめ細かい支援等を図るとともに、総合コーディネー
ト事業の精神障害者雇用サポート事業等を通じて、医療機関とも連携しながら、精神
障害者の職場定着を図ります。
　また、うつ病などで休職している方に対して、東京都立（総合）精神保健福祉セン
ター、東京障害者職業センターなどにより、復職支援をしていきます。

精神障害者の就労定着支援に
取り組みます。

【精神障害者雇用企業の声（障害者就労実態調査・ヒアリング結果（平成 26年度）】

○�障害者雇用についてハローワークに相談に行ったところ、精神障害者の雇用を勧め
られたのがきっかけとなり、1 人目は総務部で採用した。2 人目は編集部での採用
を進めようとしたが、社員から反対や不安との意見が出されたため、就労支援機関
の手を借りて、勉強会を行うなどして対応した。2 人目の方が、配属部署での業務
を確立してくれたおかげで、3人目の採用もスムーズに進めることができた。

　�区の障害者就労支援センターには、トライアル雇用のときから、本人に付き添って
支援してもらった。現在 3 ヶ所の就労支援機関と関わりがあるが、社員の理解を深
めるための勉強会を開いてもらったり、体調を崩したときなどに訪問サポートして
もらったりして助かっている。いろいろ教わるうちに、社内にノウハウが蓄積され、
今は自分たちで勉強会も行っている。（情報通信業）

○�現在は精神障害者 3 名を雇用。業務内容は事務補助、施設利用の受付などである。
3名とも業務にも職場にも慣れており、安定して仕事に取り組んでいる。

　�採用時から現在まで就労支援機関の支援を受けている。3ヵ月に1回定期訪問があり、
担当者と障害者従業員と面談をしている。就労支援機関は主に生活や健康面のフォ
ローを中心に実施しており、業務面での支援は特に受けていないが、雇用側として
は生活や健康の状況や情報を把握しきれないので、就労支援機関からの情報はとて
も役に立つ。（サービス業）

（東京都、東京しごと財団、就労支援機関、東京障害者職業センター）
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連携プログラム　2020　　

事業名・事業内容 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績
令和２年度の

取組と事業目標
担当

9-1　東京ジョブコーチ支援
事業の推進

　都独自の東京ジョブコーチを養
成し、職場定着を支援する。

9-2  精神障害者の職場復帰支
援の推進

　職場復帰支援（リワーク支援）
の実施体制を拡充して実施すると
ともに、復職支援の困難事案に対
しては障害者職業総合センターの
研究・技法開発の成果を活用した
支援を効果的に実施する。

9-3　精神障害者の雇用継続
支援の推進

　雇用支援ネットワークを活用
し、各関係機関との緊密な連携に
よる精神障害者に対するジョブ
コーチ（東京障害者職業センター
配置型職場適応援助者及び第1号
（訪問型）職場適応援助者）によ
る支援を積極的に実施する。

 9-4　　総合就労支援プログ
ラム「トライワークプロジェ
クト」

　通院しながら就労(復職）を希望
する精神障害者を対象に、医師等
専門職員のサポートにより、就労
支援に向けたプログラムを提供す
る。

9-5　トライアル雇用助成金
（障害者短時間トライアル
コース）の活用

【事業所管】
東京労働局

　精神障害者及び発達障害者の特
性を踏まえ、一定の期間をかけて
段階的に就業時間を延長しながら
常用雇用（週２０時間以上勤務）
を目指して「試行雇用」を行う事
業主に対し、「トライアル雇用助
成金（障害者短時間トライアル
コース）」を支給し、精神障害者
及び発達障害者の求職者と事業主
の相互理解を促進し、雇用機会の
確保を図る。

【実施主体】
ハローワーク
東京労働局

9-6　総合コーディネート事
業の推進　【再掲】

○東京ジョブコーチ数
　　　　　    ：76名
（令和元年度末時点）
○支援開始数：80３件
○稼働延日数：7,126日

支給決定件数：２２件

労働局・ハローワークが実施
する雇用支援セミナー、職業
紹介窓口及び雇用率達成指導
時等において周知、利用勧奨
を実施するほか労働局ＨＰに
掲出

企業向けの各種雇用支援セミ
ナー、ハローワーク窓口及び
雇用率達成指導時等において
周知、利用勧奨をするほか、
関係機関等への周知を含め、
あらゆる機会を通じて制度の
周知を徹底する。

○東京ジョブコーチ
　　 登録数：77名
　
○支援目標：800件

(1)就労支援機関との意見
年2回 交換会

(2)普及啓発セミナー
（企業向け)  　      年2回
(3)特例子会社セミナー

　　　　 　 　 　  年1回
(4)就業総合相談会

                　      年3回
(5)保護者向けセミナー

                         年1回
(6)医療機関向けセミナー

                         年1回
(7)職場体験実習への保険料
補助 年2,544件
(8)職場体験実習面談会

                          年7回
(9)職場体験実習ミニ面

年4回 談会
(10)職場体験実習受入れ
 企業に対する助成金支給
 事業 37件
(11)障害者就活
セミナー              年8回
(12)障害者雇用実務

年6回 講座
(13)企業見学支援事業

                     年539件
(14)精神障害者雇用サポ

新規 年30社  ート事業
(15)障害者就業支援情報
  コーナーによる情報提供

                            他

(1)就労支援機関との意見
年2回 交換会

(2)普及啓発セミナー
年2回（企業向け)

(3)特例子会社セミナー
　　　　 　 　 　  年1回

(4)就業総合相談会
                　      年4回

(5)保護者向けセミナー
                         年2回

(6)医療機関向けセミナー
                         年1回

(7)職場体験実習への保険
料補助 年2,000件
(8)職場体験実習面談会

                          年8回
(9)職場体験実習ミニ面

年4回 談会
(10)職場体験実習受入れ
 企業に対する助成金支給

75件 事業
(11)障害者就活

年8回セミナー
(12)障害者雇用実務

年6回 講座
(13)企業見学支援事業

                     年240件
(14)障害者雇用ナビゲー

新規 年60社ト事業
(15)大学等と連携したセ

年2回ミナー
(16)障害者就業支援情報
  コーナーによる情報提供

                            他

　職業訓練から雇用就業に結びつ
けるコーディネート機能を駆使し
て、関係機関と連携し、企業合同
説明会や相談会、普及啓発セミ

ナーなど障害者の一般就労に受け
た事業を実施する。

(1)就労支援機関との意見
 交換会　              年2回
(2)普及啓発セミナー
（企業向け）　      年5回
(3)求職者と就職者の交

年2回流会 
(4)就業総合相談会
                 　      年4回

(5)保護者向けセミナー
                          年2回

(6)職場体験実習への保険
料補助 年2,202件
(7)職場体験実習面談会
                          年8回

(8)職場体験実習ミニ面
年5回談会

(9)職場体験実習受入れ
 企業に対する助成金支
 給事業 年101件
(10)障害者就活セミナー

                        年6回
(11)障害者雇用実務講座
・知識ノウハウ習得

  年3回   コース
・実践演習コース

             　         年2回
(12)精神障害者雇用サ

新規 年31社 ポート事業
(13)障害者就業支援情報
 コーナーによる情報提供

    　　　　　　　　他

(1)就労支援機関との意見
 交換会　              年2回
(2)普及啓発セミナー
（企業向け)           年2回
(3)特例子会社セミナー

                         年1回
(4)就業総合相談会
　　　　　           年4回
(5)保護者向けセミナー

                         年2回
(6)医療機関向けセミナー

                         年1回
(7)職場体験実習への保
 険料補助 年2,540件
(8)職場体験実習面談会

                         年8回
(9)職場体験実習ミニ面

年4回 談会
(10)職場体験実習受入れ
 企業に対する助成金支給
 事業                 104件
(11)障害者就活セミナー

                         年6回
(12)障害者雇用実務講座

                         年6回
(13)企業見学支援事業

                   　年351件
(14)精神障害者雇用サポ

新規 年38社  ート事業
(15)障害者就業支援情報
  コーナーによる情報提供

                        　  他

【事業所管】
東京都

【実施主体】
東京しごと

財団

支給決定件数：14件

平成29年度よりトライアル
雇用助成金（障害者短時間ト
ライアルコース）に統合
労働局・ハローワークが実施
する雇用支援セミナー、職業
紹介窓口及び雇用率達成指導
時等において周知、利用勧奨
を実施するほか労働局ＨＰに
掲出

支給決定件数：17件

労働局・ハローワークが実施
する雇用支援セミナー、職業
紹介窓口及び雇用率達成指導
時等において周知、利用勧奨
を実施するほか労働局ＨＰに
掲出

55名 56名

【事業所管】
東京都

精神障害者に対するジョブ
コーチ支援：41名
        （本所23名）
        （支所18名）

訪問型法人のジョブコーチと
の緊密な連携の下、精神障害
者に対するジョブコーチ支援
を積極的に実施する。
精神障害者に対するジョブ
コーチ支援：62名
        （本所42名）
        （支所20名）

【事業所管】
東京障害者

職業センター

職場復帰支援コーディネイ
ト：543名
       （本所423名）
       （支所120名）
リワーク支援：450名
       （本所355名）
       （支所  95名）
職リハ機関へのノウハウ提
供：19 機関

職場復帰支援コーディネイ
ト：610名
       （本所502名）
       （支所108名）
リワーク支援：568名
       （本所470名）
       （支所  98名）
職リハ機関へのノウハウ提
供：23機関

【事業所管】
東京障害者

職業センター

職場復帰支援コーディネイ
ト：574名（本所466人、支
所108名）

リワーク支援：466名（本所
375名、支所91名）

職場復帰支援コーディネイ
ト：574名（本所466名、支
所108名）

リワーク支援：479名（本所
385名、支所94名）

○東京ジョブコーチ数
　　　　　    ：69名
（平成29年度末時点）
○支援開始数：781件
○稼働延日数：7,314日

○東京ジョブコーチ数
　　　　　    ：75名
（平成30年度末時点）
○支援開始数：800件
○稼働延日数：7,223日

【事業所管】
東京都

【実施主体】
東京しごと

財団

精神障害者に対するジョブ
コーチ支援：53名
        （本所37名）
        （支所16名）

訪問型法人のジョブコーチと
の緊密な連携の下、精神障害
者に対するジョブコーチ支援
を積極的に実施する。
精神障害者に対するジョブ
コーチ支援：49名
        （本所31名）
        （支所18名）

53名

(1)｢ワークトレーニングコー
ス」就労を目指す方のコース
(2)「リターンワークコー
ス」休職中の方が復帰を目指
すコース　（両コースとも疾
患別の主にうつ病コース・主
に統合失調症コース・主に高
機能広汎性発達障害コースが
ある。）
　他にも高次脳機能障害者へ
の就労支援プログラムの充実
と普及啓発に努めている。

行動９を具体化する事業

【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています

行動９を具体化する事業

連携プログラム　2020
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　精神障害者の就職や安定的な就労継続のためには、就労支援機関、医療機関、企業
の連携が重要です。
　そのため、関係機関による精神障害者の就労支援ネットワークを充実強化するとと
もに、各機関相互の理解促進を図ります。

（東京障害者職業センター、東京都）

精神障害者の就労支援にかかわる
機関の連携を強化します。
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連携プログラム　2020　　

事業名・事業内容 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績
令和２年度の

取組と事業目標
担当

1100--11　　精精神神障障害害者者のの雇雇用用支支援援
ネネッットトワワーーククのの充充実実・・強強化化

　医療機関、保健福祉機関、事
業主団体、産業保健機関等の識
者を委員とした「精神障害者雇
用連絡協議会」を開催する。
【開催回数】　　4回

1100--22　　精精神神障障害害者者就就労労定定着着連連
携携促促進進事事業業

　就労移行支援事業所等に対し
医療機関との情報交換技術向上
のための研修を実施するととも
に、精神障害者就労定着支援連
絡会の設置や、医療機関・就労
移行支援事業所・企業等が連携
して就労支援を行うモデル事業
の実施により、精神障害者の就
労定着支援の充実を図る。

【実施内容】
・研修事業　医療機関と連携研
修
・連絡会事業　都内６圏域にお
いて年4回の連絡会の開催
・医療機関・就労支援機関連携
モデル事業

精神障害者雇用支援連絡
協議会」4回開催
（本所2回、支所2回）

精神障害者の就労定着に
向け、医療機関をはじめ
とるす関係各機関の連携
を促進するため、各種事
業を実施する。

【研修】
　2日×年3回　 実施
【連絡会事業】
・精神障害者就労定着
　支援連絡会
　計19回開催（6か所
×年３回）
　※6か所合同の連絡会
（2月）はコロナの影響
で中止とした。
【医療機関・就労支援
   機関連携モデル事業】
・医療機関と就労支援
   機関の協力体制の構
   築
・患者向け取組
・医療機関スタッフ向
   け取組
・企業の意見を取入れ
   た精神科医療機関・
　就労支援機関連携プ
　ログラムの企画

精神障害者の就労定着に
向け、医療機関をはじめ
とるす関係各機関の連携
を促進するため、各種事
業を実施する。

【研修事業】
2日×年3回
【連絡会事業】
・精神障害者就労定着
   支援連絡会
　6か所×年4回
【医療機関・就労支援
   機関連携モデル事業】
・医療機関と就労支援
   機関の協力体制の構
   築
・患者向け取組
・医療機関スタッフ向
   け取組
・企業の意見を取入れ
   た精神科医療機関・
   就労支援機関連携プ
   ログラムの作成・試
   行

精神障害者の雇用支援
ネットワークの充実強化
を図る。
「障害者雇用支援連絡協
議会」に改編し、4回開
催
（本所2回、支所2回）

「精神障害者雇用支援連
絡協議会」4回開催
（本所2回、支所2回）

「精神障害者雇用支援連
絡協議会」4回開催
（本所2回、支所2回）

【事業所管】
東京障害者

職業センター

30年度
新規事業

精神障害者の就労定着に
向け、医療機関をはじめ
とるす関係各機関の連携
を促進するため、各種事
業を実施する。

【研修】
　2日×年3回　 実施
【連絡会事業】
・精神障害者就労定着
　支援連絡会
　6か所×年4回
【医療機関・就労支援
   機関連携モデル事業】
・医療機関と就労支援
   機関の協力体制の構
   築
・患者向け取組
・医療機関スタッフ向
   け取組
・企業の意見を取入れ
   た精神科医療機関・
　就労支援機関連携プ
　ログラムの企画

【事業所管】
東京都

行動１０を具体化する事業
行動１０を具体化する事業

連携プログラム　2020
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「ともに働く」意識の開拓視点６視点６

　障害者雇用促進法等により、障害者雇用に対する企業への要請が高まってきていま
すが、その反面、障害者雇用に不安を抱く企業も少なくありません。そこで、東京経
営者協会では、障害者を雇用することを困難に感じている企業に対して、障害者雇用
相談を実施しています。
　また、今後、多くの企業に障害者雇用への理解と実現を図るため、相談事業や情報
提供等のサービスの拡充を図っていきます。
　東京労働局では、新たに障害者を雇入れる際に支給する特定求職者雇用開発助成金、
障害者トライアル雇用奨励金、障害者初回雇用奨励金、中小企業障害者多数雇用施設設
置等奨励金や、障害者が働き続けられるよう支援する障害者雇用安定奨励金、障害者職
場復帰支援奨励金等の各種助成金の活用による障害者雇用の促進を提案しています。

経営者へ障害者雇用の働きかけを
推進します。

◇主なサービス　（東京経営者協会）

　１　コンサルテーションサービス
　　　�企業の状況に合わせた個別相談、特例子会社設立準備支援、継続就労支援等
　　　（毎月第二水曜日）

　２　セミナー開催
　　　法・制度改正等の周知、障害者雇用拡大を目的としたセミナーを随時開催

　３　見学会の実施
　　　（年３～４回）
　　　企業の要請に基づき、特例子会社、企業、就労支援機関等の見学会を実施

（東京経営者協会、東京労働局）
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事業名・事業内容 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績
令和２年度の

取組と事業目標
担当

1111--11　　企企業業へへのの障障害害者者雇雇用用相相
談談のの実実施施

　月に1度、障害者雇用相談員
による対面での相談。
　その他、電話・メールによる
相談を適宜実施。

1111--22  特特定定求求職職者者雇雇用用開開発発助助
成成金金（（発発達達障障害害者者・・難難治治性性疾疾
患患患患者者雇雇用用開開発発ココーースス））のの活活
用用

【事業所管】
東京労働局

　発達障害や難病のある人をハ
ローワークの職業紹介により常
用労働者として雇い入れ、雇用
管理に関する事項を把握・報告
した事業主に対して助成する。

【実施主体】
ハローワーク
東京労働局

1111--33　　  障障害害者者雇雇用用安安定定助助成成
金金のの活活用用

障害特性に応じた雇用管理・雇
用形態の見直し、柔軟な働き方
の工夫、障害者の職場適応の援
助等を行い、障害者の雇用を促
進するとともに職場適応・定着
を図る事業主に対して助成す
る。

1111--44　　  障障害害者者職職場場復復帰帰支支援援
助助成成金金のの活活用用

事故等による中途障害等によ
り、長期の休職を余儀なくされ
た労働者に対して、職場復帰の
ための必要な職場適応の措置を
実施した事業主に対して助成
し、中途障害者等の雇用継続の
促進を図る。

企業向けの各種雇用支援
セミナー、ハローワーク
窓口及び雇用率達成指導
時等において周知、利用
勧奨をするほか、関係機
関等への周知を含め、あ
らゆる機会を通じて制度
の周知を徹底する。

　
支給決定件数
　　　　　：1,701件

他に、旧:障害者雇用安
定奨励金のうち障害者職
場定着支援奨励金
支給決定件数:80件

月に1度、障害者雇用相
談員による対面での相談
業務を行った。
その他、電話・メールに
よる相談を適宜実施し
た。
相談業務を通じ、企業内
講演を行う等の成果も上
がっている。
・勉強会メンバーによる
事例共有・相互研鑽の成
果があがっている。

月に1度、障害者雇用相
談員による対面での相
談。
その他、電話・メールに
よる相談を実施、特例子
会社設立を含め幅広い相
談に対応した。
ミニセミナーを開催する
ことで、障害者雇用への
認識の拡大につながって
いる。
企業事例・課題を相互に
検討しあうことで、新た
な解決の糸口を見出し、
雇用促進につなげてい
る。

【事業所管】
東京経営者

協会

支給決定件数
　　　　　：1,048件

他に、旧:障害者雇用安
定奨励金のうち障害者職
場定着支援奨励金
支給決定件数:388件

【事業所管】
東京労働局

【実施主体】
ハローワーク
東京労働局

支給決定件数：50件
（うち発達障害者4件
 難治性疾患患者
                     46件）

平成29年度より特定求
職者雇用開発助成金（発
達障害者・難治性疾患患
者コース）に統合

支給決定件数：67件
（うち発達障害者5件
 難治性疾患患者
                     62件）

支給決定件数：46件

旧：障害者職場復帰支援
助成金

平成29年度より障害者
雇用安定助成金（障害者
職場定着支援コース）に
統合

支給決定件数：9件

旧：障害者職場復帰支援
助成金

【事業所管】
東京労働局

【実施主体】
ハローワーク
東京労働局

支給決定件数：310件

平成29年度より障害者
雇用安定助成金に統合

他に、旧:障害者雇用安
定奨励金のうち障害者職
場定着支援奨励金
支給決定件数:703件

支給決定件数：85件
（うち発達障害者9件
 難治性疾患患者
                     76件）

企業向けの各種雇用支援
セミナー、ハローワーク
窓口及び雇用率達成指導
時等において周知、利用
勧奨をするほか、関係機
関等への周知を含め、あ
らゆる機会を通じて制度
の周知を徹底する。

月に1度、障害者雇用相
談員による対面での相
談。
その他、電話・メールに
よる相談に適宜対応する

企業の課題に対応するミ
ニセミナーを開催し、喫
緊の課題解決に資する活
動を行う。

月に1度、障害者雇用相
談員による対面での相
談。
その他、電話・メールに
よる相談を適宜実施。

企業の課題に対応するミ
ニセミナーを開催し、喫
緊の課題解決に資する活
動を行う。

小規模な勉強会で企業の
取り組み事例を相互検証
した。好事例等をHP等
の媒体を通し会員企業と
共有することで、障害者
の就業の促進、定着を
図った。

　
支給決定件数：0件

旧：障害者職場復帰支援
助成金

現在、障害者雇用安定助
成金（障害者職場定着支
援コース）に統合

行動１１を具体化する事業行動１１を具体化する事業

連携プログラム　2020
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　中小企業での障害者雇用のノウハウ等について、地域の経営者や担当者向けセミ
ナー・講習会等を通じて周知・普及を図っていきます。
　また、障害者と中小企業のマッチングを促進し、障害者の中小企業での定着率の向
上に資するため、東京都の特別支援学校等と東京商工会議所会員企業との情報交換を
実施していきます。

（東京都、東京労働局、東京経営者協会、東京障害者職業センター、東京商工会議所）

企業への障害者雇用の啓発活動を
推進します。
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事業名・事業内容 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績
令和２年度の

取組と事業目標
担当

1122--11    経経営営者者向向けけセセミミナナーー等等
のの実実施施

1122--22    事事業業者者向向けけセセミミナナーー等等
のの実実施施 【本部】

■東京都のほか東京しご
とセンターや（独）高
齢・障害・求職者雇用支
援機構の施策や助成金等
について、人事担当者が
参加する委員会やセミ
ナー、メールマガジン等
において、周知・啓発を
行う。

■「中小企業のための障
害者雇用支援フェア」に
対する後援名義の提供を
通じ、障害者の職場定着
に関する取組みに協力す
る。

■令和2年7月「東京及
び首都圏の国際競争力強
化に向けた社会資本整備
等に関する要望」にて交
通機関や公共空間におけ
るバリアフリー、ユニ
バーサルデザインの推進
を提言。

■「声かけ・サポート運
動」の推進、ならびに関
連イベントの開催。

【世田谷支部】
■世田谷区障害者雇用促
進協議会の構成団体とし
て、雇用促進フォーラム
や障害者雇用支援プログ
ラム等の事業を実施す
る。
※新型コロナウイルスの
影響により、一部事業に
ついては中止・変更等の
可能性あり。

【本部】
■東京都のほか東京しご
とセンターや（独）高
齢・障害・求職者雇用支
援機構の施策や助成金等
について、人事担当者が
参加する委員会やセミ
ナー、メールマガジン等
において、周知・啓発を
行った。
■「中小企業のための障
害者雇用支援フェア」に
対する後援名義の提供を
通じ、障害者の職場定着
に関する取組みに協力し
た。
■令和元年６月「東京及
び首都圏の将来像とその
実現に向けた施策に関す
る意見」にて、交通機関
や公共空間におけるバリ
アフリー、ユニバーサル
デザインの推進を提言し
た。
■「声かけ・サポート運
動」の推進、ならびに関
連イベントを開催した。
【世田谷支部】
■世田谷区障害者雇用促
進協議会の構成団体とし
て、以下の取り組みを
行った。
・就労訓練を兼ねた商店
街の落書き消し（全２
回）を実施した。
・雇用促進フォーラムを
開催。283名が参加し
た。
・障害者雇用支援プログ
ラムの開催（計6回）
・常任幹事会の開催（計
2回）

【事業所管】
東京商工
会議所

　地域の経営者や担当者向けセ
ミナー・講習会等を実施。

■平成30年4月の法定雇用
率の引き上げの周知徹底お
よび効果的な採用、定着、
障害特性理解等をテーマに
したセミナーを開催し、法
改正への対応準備を行っ
た。
■人事異動にあわせ、障害
者雇用入門を開催し、初任
者が障害者雇用にスムーズ
に対応できるように支援し
た。

■障害者雇用企業見学会を
3回実施し、見聞を広め
た。

■人事・総務担当の実務者
養成講座に障害者雇用の枠
を設け、障害者雇用の実態
を見学する機会を設け、企
業の意識醸成・具体的取組
を促進した。

■人事異動にあわせ、障害
者雇用入門を開催し、社会
的資源の活用等や障害者雇
用に取り組む姿勢等につい
て周知できた。

■障害者雇用企業見学会を
3回実施し、先進事例を聴
取するとともに、担当者の
留意点についても学んだ。

■人事・総務担当の実務者
養成講座に障害者雇用の枠
を設け、障害者雇用の実態
を見学する機会を設け、人
事総務の中での位置づけ
や、企業の意識醸成・具体
的取組等について学んだ。

＊障害者雇用促進セミナー
は実施できなかった。

【事業所管】
東京経営者

協会

障害者雇用制度の周知徹
底、効果的な採用、定着、
障害特性理解等をテーマに
したセミナーを開催する。

新たに雇用率に参入される
こととなった精神障害の特
性、雇用管理手法等の周知
および雇用率改定に向けた
具体的対応への支援活動を
行う。

人事異動にあわせ、障害者
雇用に不慣れな人を対象に
したセミナー（障害者雇用
入門）を開催する。

障害者雇用企業見学会を3
～4回実施する。

　東京労働局、障害者雇用相談
員、東京障害者職業センターの
協力のもと、「障害者雇用促進
セミナー」を実施。

【本部】
■東京都のほか東京しごと
センターや（独）高齢・障
害・求職者雇用支援機構の
施策や助成金等について、
人事担当者が参加する委員
会やセミナー、メールマガ
ジン等において、周知・啓
発を行った。
■障害者法定雇用率引き上
げについて、ホームペー
ジ・メールマガジン等を活
用し、会員企業への周知・
啓発に取り組んだ。
■平成29年７月「バリア
バリューから未来を創る」
と題したセミナーを開催
し、高齢者や障害者等の多
様な方々に配慮した受入環
境に関して解説。112名が
参加した。
■「中小企業のための障害
者雇用支援フェア」に対す
る後援名義の提供を通じ、
障害者の職場定着に関する
取組みに協力した。
■平成29年６月「首都・
東京の都市整備に関する要
望」及び「首都圏の社会資
本整備に関する要望」に
て、ユニバーサルデザイン
や心のバリアフリーの推進
を提言した。
■「声かけ・サポート運
動」の推進、ならびに関連
イベントを開催した。
【世田谷支部】
■世田谷区障害者雇用促進
協議会の構成団体として、
以下の取り組みを行った。
・就労訓練を兼ねた商店街
の落書き消し（全3回）を
実施した。
・雇用促進フォーラムを開
催。421名が参加した。
・障害者雇用支援プログラ
ムの開催（計6回）
・常任幹事会の開催（計3
回）

【本部】
■東京都のほか東京しごと
センターや（独）高齢・障
害・求職者雇用支援機構の
施策や助成金等について、
人事担当者が参加する委員
会やセミナー、メールマガ
ジン等において、周知・啓
発を行った。
■「中小企業のための障害
者雇用支援フェア」に対す
る後援名義の提供を通じ、
障害者の職場定着に関する
取組みに協力した。
■平成30年６月「首都・
東京の国際競争力強化に関
する要望」及び「首都圏の
国際競争力強化に関する要
望」、にて、ユニバーサル
デザインや心のバリアフ
リーの推進を提言した。
■「声かけ・サポート運
動」の推進、ならびに関連
イベントを開催した。
【世田谷支部】
■世田谷区障害者雇用促進
協議会の構成団体として、
以下の取り組みを行った。
・就労訓練を兼ねた商店街
の落書き消し（全３回）を
実施した。
・雇用促進フォーラムを開
催。271名が参加した。
・障害者雇用支援プログラ
ムの開催（計6回）
・常任幹事会の開催（計3
回）

障害者雇用制度の周知徹
底、効果的な採用、定着、
障害特性理解等をテーマに
したセミナーを開催する。

新たに雇用率に参入される
こととなった精神障害の特
性、雇用管理手法等（就労
パスポート等）の周知を
行った。

人事異動時期に合わせ、障
害者雇用初心者を対象に障
害者雇用入門を開催した。

障害者雇用企業見学会の開
催（新型コロナにより予定
通り開催できなかった）

人事・総務担当者対象の総
合コースの中に、「障害者
雇用の講座、見学会」を設
け、障害者雇用について幅
広く学んでいただく機会を
設けた。

行動１２を具体化する事業

【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています

行動１２を具体化する事業

連携プログラム　2020
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行動１２を具体化する事業

連携プログラム　2020
連携プログラム　2020　　

事業名・事業内容 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績
令和２年度の

取組と事業目標
担当

1122--33　　特特別別支支援援学学校校等等ととのの情情
報報交交換換

　特別支援学校と雇用企業との
間で具体的に情報交換を実施す
る。

1122--44　　企企業業向向けけ普普及及啓啓発発セセミミ
ナナーー

　東京都（福祉保健局、教育庁
及び産業労働局）が東京労働局
と連携して企業向け普及啓発セ
ミナーを開催する。

1122--55　　企企業業向向けけワワーーククシショョッッ
ププ等等のの実実施施

　「精神障害者の雇用管理」や
「中小企業における障害者雇
用」等をテーマとした企業の意
見交換会やセミﾅｰを開催する。
【規模】ワークショップ　8回
　　　　セミナー　10回

1122--66　　中中小小企企業業ののたためめのの障障害害
者者雇雇用用支支援援フフェェアア

　東京都（福祉保健局、教育庁
及び産業労働局）が東京労働
局、東京しごと財団と連携し
て、これから障害者雇用に取り
組もうとする中小企業を対象
に、障害者雇用に係る支援制度
や支援機関等を紹介し、障害者
雇用について理解を深めてもら
うための「障害者雇用支援フェ
ア」を開催する。

【世田谷支部】
■世田谷区障害者就労支
援協議会の活動に積極的
に協力するとともに、就
労訓練を兼ねた商店街の
落書き消し等の美化活動
を実施した。

【世田谷支部】
■世田谷区障害者就労支
援協議会の活動に積極的
に協力するとともに、就
労訓練を兼ねた商店街の
落書き消し等の美化活動
を実施する。

【世田谷支部】
■世田谷区障害者就労支
援協議会の活動に積極的
に協力するとともに、就
労訓練を兼ねた商店街の
落書き消し等の美化活動
を実施した。

【事業所管】
東京商工
会議所

第1回：地域と連携した
都立特別支援学校生徒の
雇用の拡大
（参加人数人）

第2回：障害者雇用、関
係機関が支えます！
（参加人数166人）

第3回：企業向け障害者
雇用普及啓発セミナー～
障害者雇用に取り組む企
業の方へ～（参加人数
227人）

第1回：地域と連携した
都立特別支援学校生徒の
雇用の拡大
（参加人数142人）

第2回：障害者雇用、関
係機関が支えます！
（参加人数55人）

第3回：企業向け障害者
雇用普及啓発セミナー～
障害者雇用に取り組む企
業の方へ～（参加人数
151人）

【事業所管】
東京都

【世田谷支部】
■６月に実施した「障害
者雇用支援プログラム」
において、都立青鳥特別
支援学校の「作業」の授
業見学と就職への取り組
みを紹介（企業26社58
名参加）

ワークショップ：11回
（本所9回、支所2回）

ワークショップ：11回
（本所9回、支所2回）

【事業所管】
東京障害者

職業センター

公共職業安定所が行う雇
用率達成指導への協力や
障害者雇用納付金関係業
務との連携を図りなが
ら、雇用経験の有無等、
企業のニーズに応じた
テーマを設定し、意見交
換を主体としたワーク
ショップを年間を通じて
開催する。

ワークショップ：11回
（本所9回、支所2回）

公共職業安定所が行う雇
用率達成指導への協力や
障害者雇用納付金関係業
務との連携を図りなが
ら、雇用経験の有無等、
企業のニーズに応じた
テーマを設定し、意見交
換を主体としたワーク
ショップを年間を通じて
開催する。

ワークショップ：11回
（本所9回、支所2回）

7月28日実施
来場者623人

9月12日実施
来場者763人

【事業所管】
東京都

東京労働局

高齢・障害
・求職者雇
用支援機構
東京支部

9月11日実施
来場者730人

第1回：地域と連携した
都立特別支援学校生徒の
雇用の拡大
（参加人数125人）

第2回：障害者雇用、関
係機関が支えます！
（参加人数77人）

第3回：企業向け障害者
雇用普及啓発セミナー～
障害者雇用に取り組む企
業の方へ～（新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止
のため中止）

三局と連携を図り、共通
テーマを踏まえて、企業
の雇用実例を紹介するな
ど企業向け障害者雇用普
及啓発セミナーを実施す
る。

各支援機関の紹介、障害
者雇用支援セミナー、就
労支援機器の展示、特別
支援学校の生徒による実
演、障害者雇用優良事業
所等表彰式及び障害者雇
用エクセレントカンパ
ニー賞表彰式の同時開
催、支援ロボットの展
示・体験コーナーを設け
るなど内容を充実して行
う。

規模：都内中小企業等
の経営者・人事担当者
500人

行動１２を具体化する事業

【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています
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行動１２を具体化する事業

連携プログラム　2020
連携プログラム　2020　　

事業名・事業内容 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績
令和２年度の

取組と事業目標
担当

1122--77　　企企業業向向けけ雇雇用用支支援援セセミミ
ナナーーのの開開催催

企業等を対象に、障害者雇用の
現状、支援機関の活用、先進企
業の雇用事例等を紹介するセミ
ナーを開催する。

企業における障害者雇用
を促進するため、障害者
雇用の現状、支援機関の
活用、先進企業の雇用事
例等を紹介するセミナー
を年3回開催する。セミ
ナーを活用して「障害者
に対する差別禁止」「合
理的配慮提供義務」につ
いても周知を図る。

第1回：6月7日（参加
人数 244人）
1.「障害者雇用の進め方
～企業が抱える悩みと課
題～」
2.「銀座アスターの障が
い者雇用の取組～「いて
いただけると助かる！」
を目指して～」
第2回：9月11日（参加
人数450人）
1.障害者優良事業所等表
彰式
2.「こうすれば上手くい
く障害者雇用～中小企業
の実践から～」
第3回：11月15日（参
加人数175人）
1.「精神障害者等の就労
パスポートについて」
2.「企業における障害者
雇用の取組み」

第1回：6月9日（参加
人数226人）
1.「障害者雇用の進め方
について」
2.「企業における障害者
雇用の取り組み～発達障
害者の雇用経験から～」
第2回：10月17日（参
加人数312人）
1.障害者優良事業所等表
彰式
2.「企業における障害者
雇用の取組み」
第3回：11月17日（参
加人数159人）
1.「障がい者が働きつづ
けるために企業が果たす
べき役割」
2.「企業における障がい
者雇用の取組み」

第1回：6月8日（参加
人数 239人）
1.「障害者雇用の進め方
について～障害者雇用の
ステップとそれぞれのポ
イント～」
2.「企業における障がい
者雇用促進に向けた取り
組みについて」

第2回：9月12日（参加
人数226人）
1.障害者優良事業所等表
彰式
2.「中小企業における障
害者雇用のキーポイン
ト」
第3回：11月16日（参
加人数152人）
1.「企業における障害者
雇用の取組みについて」

【事業所管】
東京労働局

行動１２を具体化する事業

【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています【補足】 以下行動宣言制定時から 部変更しています


